
民生委員・児童委員証明書
担当市町    地区

氏名

上記の者は、民生委員法及び児童福祉法

第 16 条に規定する民生委員・児童委員

であることを証明します。

（有効期限 令和◯◯年 11 月 30 日）

佐賀県知事 佐　賀　太　郎

令和 ◯◯ 年 12 月1日交付

見本

地域を支える地域を支える民生委員・児童委員民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、こんな活動をしています

　高齢者や障がい者、子育てや介護をしている人などが
問題を抱えているときや、災害時などに頼りになるのが
身近な地域での支え合いです。少子高齢化や核家族化が
進む中、そうした地域での支え合いはますます大切に
なっています。
　そこで、民生委員・児童委員が「身近な相談相手」
「見守り役」「専門機関へのつなぎ役」として、助けを
必要としている住民の相談に乗るなど、誰もが安心して
生活できるよう必要な支援につなげます。
　ここであらためて民生委員・児童委員の活動について
紹介します。

民生委員・児童委員ができないこと

　地域住民の中から選ばれ、住民の見守
りを行ったり、相談を受けたりするなど、
生活や福祉全般に関する支援を行ってい
ます。厚生労働大臣から委嘱され、任期
は３年。無給のボランティアとして活動し
ています。また、民生委員は児童委員を兼
ね、子どもとその家庭の見守りや支援など
にも努めています。現在、市内で91人（定
数92人）が委嘱され、地域ごとに活動し
ています。（主任児童委員を含む）

民生委員・児童委員とは・・・

　近年、活動の範囲外のことを依頼されることが増えています。下記の事例は取り扱うことが
できませんので、ご了承ください。

（ただし、市役所から提出を求められたものに
　対して「状況確認書」を発行する場合があります）

　・お金を貸すこと　　　　　・子どもの一時預かり　　　　　　　・保証人になること

　・近隣のトラブルの仲裁　　・鍵や通帳、遺言書などの預かり　　・医療行為に関する同意

　・身体介護、家事補助　　　・各種証明書の発行

お住まいの地域の民生委員・児童委員に気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容が他人に漏れることは
ありません。日常生活に関することなどでご相談があれば、気軽にお尋ね
ください。

担当の民生委員・児童委員が分からない場合は、自治会や社会福祉課（☎37・6107）までお尋ねください。

地域で暮らす皆さんの頼れる「見守り役」「相談相手」

●地域住民が抱える悩み事や心配事の
相談に乗り、必要に応じて関係機関
へつなぐとともに、福祉サービスな
どの情報を提供します。
●高齢者の安否確認や見守りのための
訪問活動を行います。

●行政などの依頼により、担当地域内
の要支援世帯の状況調査などに協力
します。
●災害時には、避難支援者に連絡を取
り、避難行動要支援者の避難支援を
依頼します。

●高齢者や子育て家庭を対象としたサ
ロン活動への協力のほか、子どもの
登下校時の見守りや声かけなどを行
います。
●地域行事や学校行事などに参加し、
地域住民と交流します。

安全で適切な活動のため
「民生委員・児童委員証明書」

を携帯しています。

住民の相談・支援活動 関係機関・団体との連携

地域福祉活動
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住所 氏名 担当地区

小
城
町

高原 稲
いな

又
また

　洋
よう

子
こ
高原

上町 山
やま

田
だ

　隆
りゅう

三
ぞう 上町・布施ケ里・

アミジア

中町 小
お

野
の

　忠
ただ

久
ひさ

中町・下町

岡町 久
く

米
め

　善
よし

秋
あき

蛭子町・鯖岡・岡町

朝日町 馬
ば

場
ば

さと子
こ 正徳町・朝日町・
大手町

小城本町 岩
いわ

野
の

　博
ひろ

子
こ
小城本町

北小路 吉
よし

田
だ

　幸
さち

子
こ
北小路

西小路 橋
はし

本
もと

由
ゆ

貴
き

子
こ
西小路

城栄町 野
の

田
だ

亜
あ

由
ゆ

美
み
不二町・城栄町

東新町 八
や

尋
ひろ

　純
じゅん

子
こ
東新町

北浦�� 小
こ

栁
やなぎ

　照
てる

代
よ

�� 清水・原田・北浦

横町 大
おお

野
の

　良
りょう

子
こ
吉田・横町

松尾 ふじ

野
の

　　進
すすむ

三間寺・松尾

永泉寺 山
やま

上
がみ

　昭
あき

子
こ 焼山・須の木・
永泉寺・二瀬川

三間寺 原
はら

口
ぐち

　卓
たく

麻
ま 大日・江里口・
大塚・江里山

馬場 田
た

中
なか

　英
ひで

雄
お
馬場・松本・石体

住吉町 橋
はし

本
もと

　郁
いく

子
こ 住吉町・ビレッジ
ハウス・県営住宅

西新町 武
たけ

富
どみ

　史
ふみ

雄
お 砂田・畑田・
下畑田・西新町

平原 生
しょう

島
じま

　利
とし

文
ふみ

平原・小城栄町

鷺ノ原 宮
みや

永
なが

アサカ 鷺ノ原

西谷 手
て

塚
づか

　由
ゆ

美
み
西谷・寺浦

弥生町 原
はら

田
だ

　雅
まさ

人
と
庄・出分・弥生町

宿 中
なか

隈
くま

　秀
ひで

俊
とし 円光寺・中善寺・

松葉・宿

郷の木 岸
きし

川
かわ

　康
やす

清
きよ 郷の木・川原・

東小松・桑鶴

本山 眞
まな

子
ご

　満
みつ

好
よし 小城中村・本山・

寒気・川内

⼀本松 五
ご

郎
ろう

川
がわ

俊
とし

朗
ろう 西晴気・⼀本松・

君ケ坂・米隈

黒原 久
く

保
ぼ

　信
しん

⼀
いち

黒原・萩ノ町

坂井 野
の

口
ぐち

　豊
とよ

秋
あき 峰・小隈・坂井・

湯谷

西川 宮
みや

﨑
ざき

　三
み

鈴
すず

西川・山崎

上右原 樋
ひ

口
ぐち

　桂
けい

子
こ
上右原・下右原

住所 氏名 担当地区

小
城
町

牛尾 岸
きし

川
かわ

加
か

代
よ

子
こ 門前・小島・
下久須・牛尾

大江 馬
もう

渡
たい

八
や

重
え

子
こ 大江・船田・久蘇・
轡ヶ里

三
日
月
町

杉町 小
お

川
がわ

　　豊
ゆたか 東分・西分・岡本・

杉町

大地町 合
おお

瀬
せ

　健
けん

⼀
いち 大地町・今市・

深川・赤司・袴田

緑 新
しん

藤
どう

　康
やす

彦
ひこ 緑・立物・芦田・

道辺

三ケ島 井
い

手
で

　和
かず

子
こ
三ケ島

深町 埜
の

口
ぐち

　忠
ただ

雄
お
堀江・深町

島溝 古
ふる

川
かわ

　孝
たか

弘
ひろ

島溝・四条

遠江 森
もり

　　光
みつ

磨
ま
遠江・久本・社

金田 福
ふく

田
だ

　秀
しゅう

⼀
いち

金田・江口・立石

五条 野
の

中
なか

　博
ひろ

喜
き
江利・五条

樋口 飯
いさかい

盛　　操
みさお

樋口

大寺 山
やま

田
だ

　政
まさ

昭
あき

大寺

佐織 上
うえ

野
の

惠
え

美
み

子
こ
初田・佐織

戊 松
まつ

尾
お

晴
はる

比
ひ

差
さ
戊

長神田 江
え

里
り

口
ぐち

義
よし

広
ひろ

高田・長神田・吉原

仁俣 内
うち

田
だ

　義
よし

章
たか 仁俣・土生・

甲柳原・石木

甘木
⼀
いち

ノ
の

瀬
せ

初
はつ

代
よ
甘木（駅前）

平
ひら

川
かわ

　洋
よう

子
こ
甘木（本村）

久米 森
もり

　　敦
あつ

子
こ
久米

本告
笠
かさ

原
はら

伊
い

知
ち

子
こ 本告（1～3、5、
12～16班）

吉
よし

村
むら

　時
とき

子
こ
本告（4、6～11班）

牛
津
町

新町 小
こ

林
ばやし

美
み

佐
さ

子
こ
新町

牛津団地 平
ひら

石
いし

　正
まさ

信
のぶ

牛津栄町・牛津団地

友田 辻
つじ

　　健
けん

二
じ
友田

牛津本町 岸
きし

川
かわ

　洋
ひろ

栄
え
牛津本町

天満町
梶
かじ

原
わら

　彰
あき

夫
お 天満町
（16班～30班）

森
もり

永
なが

由
ゆ

美
み

子
こ 天満町
（１班～15班・31班）

江津 大
おお

坪
つぼ

　鈴
すず

代
よ
江津・西江津

柿樋瀬
南
なん

里
り

　光
みつ

子
こ
柿樋瀬

− 柿樋瀬

住所 氏名 担当地区

牛
津
町

練ケ里 古
こ

賀
が

　夏
なつ

美
み
練ヶ里

生立ヶ里 木
き

塚
づか

　次
つぎ

雄
お
生立ヶ里・乙柳

上江良 川
かわ

副
そえ

　忠
ただ

治
し
上江良・下江良

前満江 辻
つじ

　　克
かつ

彦
ひこ 勝・高柳・大戸ヶ里・

前満江

江津ヶ里 諸
もろ

田
た

　龍
たつ

男
お
江津ヶ里

砥川町 村
むら

山
やま

　篤
あつ

志
し 砥川町・新屋敷・
宿古賀

泉 峰
みね

下
した

登
と

志
し

美
み
泉・両新村

谷 田
た

中
なか

　康
やす

稔
とし

谷・内砥川

柳鶴 坂
さか

井
い

　弘
ひろ

芳
よし 寺町・柳鶴・蒲原・

牛津永田

芦
刈
町

立野 土
ど

井
い

　
ゆき

雄
お 八枝・立野・虎坊・
川越

浜中 寺
てら

尾
お

　玲
れい

子
こ
浜中

高道 大
おお

坪
つぼ

　正
まさ

徳
のり

高道・三条

東戸崎 川
かわ

﨑
さき

　和
かず

矢
や
西戸崎・東戸崎

町分 肥
ひ

山
やま

　隆
たか

文
ふみ

町分・中溝

小路 土
ど

井
い

　　洋
ひろし

小路・舎人

西道免 橋
はし

間
ま

富
と

美
み

子
こ
西道免・東道免

下古賀 御
みくりや

厨　英
ひで

正
まさ

下古賀

牛王 岡
おか

本
もと

　澄
すみ

雄
お
牛王・芦刈中村

道免 鶴
つる

丸
まる

　輝
てる

巳
み
道免・新村

社搦 南
なん

里
り

　剛
ごう

太
た
社搦・弁財

芦刈永田 谷
たに

口
ぐち

　　英
ひでる

芦刈永田

六丁 山
やま

田
だ

　葊
ひろ

人
と
六丁

住の江東 山
やま

内
うち

　節
せつ

子
こ
住の江西・住の江東

【民生委員・児童委員】

【主任児童委員】
住所 氏名 担当地区
平原 齋

さい

藤
とう

　治
はる

江
え

小城町内全域
正徳町 早

はや

木
き

佐
さ

代
よ

子
こ

長神田 野
の

口
ぐち

美
み

奈
な

子
こ

三日月町内全域
緑 江

え

口
ぐち

　栄
えい

⼀
いち

両新村 西
にし

山
やま

右
ゆ

紀
き

子
こ

牛津町内全域
乙柳 八

や

頭
とう

司
じ

美
み

和
わ

町分 古
ふる

川
かわ

　敎
のり

子
こ

芦刈町内全域
道免 古

こ

賀
が

由
ゆ

美
み

子
こ
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お知らせ

教
育
認
定（
１
号
）希
望
の
人

　
入
園
申
込
書
は
、
各
園
の
入
園
説
明

会
で
配
布
さ
れ
、
１１
月
１
日
㈪
に
各
園

で
新
入
園
児
の
受
け
付
け
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
入
園
説
明
会
の
日
時
や
受
付
方
法
な

ど
は
各
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
育
認
定（
２
号
・
３
号
）希
望
の
人

申
込
書
な
ど
の
配
布
日
・
場
所

　
１０
月
１
日
㈮
～

　
保
育
幼
稚
園
課

受
付
期
間
（
４
月
入
所
希
望
者
）

　
第
１
次
受
付

　
１１
月
１
日
㈪
～
３０
日
㈫

受
付
場
所
・
時
間

　
保
育
幼
稚
園
課

　
平
日�

９
時
～
１７
時

※�

１１
月
１１
日
㈭
・
２５
日
㈭
は
１９
時
ま
で

受
付
。

　
で
き
る
だ
け
、
第
１
次
受
付
期
限
内

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
に
入
園
希
望
の

人
を
対
象
に
、
入
園
説
明
会
を

行
い
ま
す
の
で
、
希
望
園
に
直

接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象
児

　
平
成
２８
年
４
月
２
日
～

　
平
成
３１
年
４
月
１
日
生
ま
れ

晴
田
幼
稚
園

場
所　
晴
田
幼
稚
園

日
時

　
１０
月
１９
日
㈫　
１０
時
～

認
定
こ
ど
も
園
三
日
月
幼
稚
園

場
所　
認
定
こ
ど
も
園
三
日
月

幼
稚
園

教
育
認
定（
１
号
）希
望
の
人

日
時

　
１０
月
２０
日
㈬

　
９
時
３０
分
～
、
１０
時
３０
分
～

　
各
回
３０
分
、
１０
人
程
度
で
開

催
予
定
で
す
。

※�

希
望
時
間
の
事
前
予
約
が
必

要
で
す
。

保
育
認
定（
２
号
・
３
号
）希
望

の
人

　
個
別
に
対
応
し
ま
す
。

　
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

令和４年度　幼稚園・保育園などの入所申し込み
のご案内 問  保育幼稚園課（西館１階）  【担当】副島・本村　☎37・6109

保育園・幼稚園　入園 検 索
小城市ホームページから

問 申  ・晴田幼稚園　　　　　　　　☎73・3092
・認定こども園三日月幼稚園　☎73・2601

市立幼稚園・認定こども園入園説明会 入園説明会 検 索
小城市ホームページから

保育の
必要性

認定
区分

教育
認定

保育
認定

なし

あり

あり

対象施設 申込先

施設（園）
３
歳
以
上

３
歳
未
満

（認定区分）
３号認定

認可保育園
認定こども園
地域型保育施設

（認定区分）
２号認定

認可保育園
認定こども園

保
育
幼
稚
園
課

（認定区分）
１号認定

幼稚園
認定こども園

○保育の必要性とは　
保護者の就労（月60時間以
上）や出産、疾病、介護・看
護、求職活動などの事由で
施設での保育が必要なもの

○保育料が無償となる対象は
３歳～５歳児クラスの児童
と３歳未満の住民税非課税
世帯の児童
　※保育料以外の経費（送迎
　　費・食材料費・行事費な
　　ど）は保護者負担
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問 申  社会福祉課（西館１階） 
【担当】正嶋・西村　☎37・6107

手当や医療費助成の
更新手続きはお早めに！

 

児
童
手
当

　
10
月
以
降
の
児
童
手
当
を

受
給
す
る
た
め
に
は
、
児
童

手
当
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い

な
い
人
は
、
必
要
書
類
を
確

認
し
、
至
急
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
児
童
扶
養

手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
助
成

　
８
月
に
受
付
を
行
い
ま
し

た
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受

給
資
格
更
新
申
請
書
を
ま
だ

提
出
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、

必
要
書
類
を
確
認
し
、
至
急

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
提
出
が
な
い
場
合
、
児
童

扶
養
手
当
は
受
給
で
き
な
く

な
り
、
９
月
診
療
分
以
降
の

医
療
費
助
成
を
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

お
急
ぎ
を
！

お
急
ぎ
を
！

　
令
和
４
年
４
月
に
小
学
校
へ

入
学
す
る
子
ど
も
の
、
心
身
の

状
態
を
把
握
す
る
た
め
、
健
康

診
断
を
行
い
ま
す
。

　
健
康
診
断
の
詳
細
は
、
個
別

に
通
知
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

受
付

　
①
１３
時
～
１３
時
３０
分

　
②
１３
時
３０
分
～
１４
時

診
察

　
①
１３
時
３０
分
～

　
②
１４
時
～

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
２

段
階
に
分
け
て
受
付
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
各
会
場
人
数

を
制
限
し
て
い
ま
す
。
通
知

記
載
の
日
時
で
、
必
ず
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
保
護
者
１
名
同
伴
）

「就学時の健康診断」を忘れずに受診しましょう！
問  教育総務課（東館２階）  【担当】小田・久原　☎37・6130

就学時健康診断 検 索
小城市ホームページから

学校名 実施日 会場
桜岡小学校 10月21日（木）

桜楽館

桜岡小学校
三里小学校 10月27日（水）

晴田小学校 10月25日（月）

晴田小学校
岩松小学校 11月１日（月）

学校名 実施日 会場

三日月小学校
11月11日（木）

桜楽館11月12日（金）
11月15日（月）

牛津小学校
砥川小学校 10月19日（火）

ひまわり牛津小学校 10月22日（金）
芦刈小学校 10月18日（月）

問  社会福祉課（西館１階） 
【担当】野田・小副川　☎37・6107

自立支援金 検 索
小城市ホームページから生活困窮者自立支援金の

申請期限が延長されました

　
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
生
活

困
窮
者
に
対
し
、
支
援
金
を

支
給
い
た
し
ま
す
。

対
象
者　
借
入
限
度
額
に
達

し
て
い
る
な
ど
に
よ
り
緊
急

小
口
資
金
等
の
特
例
貸
付
を

利
用
で
き
な
い
世
帯
（
生
活

保
護
世
帯
は
除
く
）

※�

そ
の
他
、
収
入
要
件
、
資

産
要
件
、
求
職
活
動
な
ど

要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
、
社
会
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
月
額

・
単
身
世
帯　
　
　
６
万
円

・
２
人
世
帯　
　
　
８
万
円

・
３
人
以
上
世
帯　
１０
万
円

支
給
期
間　
３
カ
月

申
請
期
限　
１１
月
３０
日
㈫

申
請
場
所　
社
会
福
祉
課
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お知らせ

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
期
と
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行

期
が
重
な
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
て
い

ま
す
。
重
症
化
予
防
の
た
め
、
予
防

接
種
を
受
け
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。

接
種
期
間

　
１０
月
１
日
㈮
～
１２
月
３１
日
㈮

対
象
者

　
次
の
①
、②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
接
種
を
希
望
す
る
人

①
接
種
当
日
に
６５
歳
以
上
の
人

②�

接
種
当
日
に
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満

で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
も
し
く

は
呼
吸
器
の
機
能
、
ま
た
は
、
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
の
機
能
に
障
が
い
が
あ
る
人

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）

接
種
回
数　
１
回

費
用
（
自
己
負
担
）

　
１
、３
０
０
円

※�

医
療
機
関
で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。
生
活
保
護
受
給
者
に
は
費
用

免
除
が
あ
り
ま
す
。

　
左
記
の
対
象
者
で
、
ま
だ
予
防
接

種
が
お
済
み
で
な
い
人
は
早
め
に
接

種
し
ま
し
ょ
う
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
と
の
同
時
接
種
も
可
能
で

す
。

接
種
期
限

　
令
和
４
年
３
月
３１
日
㈭

対
象
者　
次
の
①
、②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
接
種
を
希
望
す
る
人

①��

接
種
当
日
に
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満

で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
も
し
く

は
呼
吸
器
の
機
能
、
ま
た
は
、
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
の
機
能
に
障
が
い
が
あ
る
人

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）

②�

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４

年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
、６５
、７０
、

７５
、８０
、８５
、９０
、９５
、１
０
０
歳
と

な
る
人
の
う
ち
、
過
去
に
接
種
歴

が
な
い
人

接
種
回
数　
１
回

費
用
（
自
己
負
担
額
）

　
２
、５
０
０
円

※�

医
療
機
関
で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。
生
活
保
護
受
給
者
に
は
費
用

免
除
が
あ
り
ま
す
。

医
療
機
関
へ
持
参
す
る
も
の

・
対
象
者
へ
の
は
が
き

　
（
４
月
上
旬
発
送
済
み
）

※�

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
再
発
行
が
必

要
で
す
。
身
分
証
を
持
参
し
健
康

増
進
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
ご
家
族
が
代
理
で
来
庁
さ
れ
る

場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
）

・
健
康
保
険
証

・
接
種
費
用

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
証
明
書

※�

６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
人
は
、
身

体
障
害
者
手
帳

・�

市
外
で
接
種
す
る
人
は
、
予
診
票

お
よ
び
接
種
済
証

※�

市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を
希
望

さ
れ
る
人
は
、
医
療
機
関
へ
の
予

約
後
、
予
診
票
を
健
康
増
進
課
、

各
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
民
課

各
出
張
所
窓
口
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

※�

市
内
の
医
療
機
関
に
は
予
診
票
お

よ
び
接
種
済
証
を
準
備
し
て
い
ま

す
。

接
種
場
所

　
県
内
の
医
療
機
関
で
あ
れ
ば
接
種

で
き
ま
す
が
、
一
部
の
医
療
機
関
で

接
種
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
必
ず
事
前
に
医
療
機
関
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
市
内
の
接
種
で
き
る
医

療
機
関
名
は
、
４
月
上
旬
に
全
戸
配

布
し
て
い
る
『
令
和
３
年
度
小
城
市

年
間
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
』
の
裏
面
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

高
齢
者
肺
炎
球
菌
で
該
当

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
お
よ
び

肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
ど
ち
ら
に

も
該
当

高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種は
お早めに 問  健康増進課（西館１階）  【担当】大田・野田　☎37・6106

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
が
始
ま
り
ま
す

高
齢
者
肺
炎
球
菌

予
防
接
種

令和３年度
高齢者肺炎球菌対象者
以下の年齢のうち、
過去に接種歴がない人

年齢 生年月日

65歳 昭和31年４月２日～
� 昭和32年４月１日生

70歳 昭和26年４月２日～
� 昭和27年４月１日生

75歳 昭和21年４月２日～
� 昭和22年４月１日生

80歳 昭和16年４月２日～
� 昭和17年４月１日生

85歳 昭和11年４月２日～
� 昭和12年４月１日生

90歳 昭和６年４月２日～
� 昭和７年４月１日生

95歳 大正15年４月２日～
� 昭和２年４月１日生

100歳 大正10年４月２日～
� 大正11年４月１日生

高齢者　予防接種 検 索
小城市ホームページから
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厚
生
年
金
・
共
済
年
金
に
加

入
し
て
い
た
人
が
６０
歳
未
満
で

退
職
し
た
場
合
は
、
国
民
年
金

に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
退
職
さ
れ
た
人
に
扶

養
さ
れ
て
い
た
６０
歳
未
満
の
配

偶
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

　
令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
６
、６
１
０

円
で
す
。

　
国
民
年
金
の
制
度
に
は
、
将

来
受
給
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金

の
ほ
か
、
万
が
一
の
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

な
ど
が
あ
り
、
国
民
年
金
の
加

入
漏
れ
や
、
保
険
料
が
未
納
に

な
っ
て
い
る
と
、
年
金
受
給
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、
年
金
そ

の
も
の
が
受
給
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
免
除
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
退
職
後
、
納
付
が
困
難
な
場

合
は
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り

全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
を

受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

※�

世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
に
一

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合

は
、
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※�

手
続
き
に
は
、
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
や
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
な
ど
の
書
類

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問  ・国保年金課（西館１階）  【担当】北川・満岡　☎37・6101
・佐賀年金事務所 国民年金課　　　　　　　　　☎31・４191

国民年金の手続きはお済みですか 国民年金 検 索
小城市ホームページから

問  市民課（西館１階） 
【担当】嘉村・野中　☎37・6100

マイナンバーカード 検 索
小城市ホームページからマイナンバーカードの

時間外手続きのお知らせ

　
平
日
の
開
庁
時
間
内
に
来

庁
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、

左
記
日
程
で
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。

〈
１０
月
平
日
〉

開
設
日

　
毎
週
木
曜
日（
祝
日
除
く
）

開
設
時
間

　
１７
時
１５
分
～
１９
時

※�

予
約
制
の
た
め
、
当
日
１７

時
ま
で
に
電
話
で
の
予
約

が
必
要
で
す
。

〈
１０
月
第
２
日
曜
日
〉

開
設
日　
１０
月
１０
日
㈰

開
設
時
間　
９
時
～
１２
時

〈
共
通
事
項
〉

開
設
場
所

　
市
民
課（
出
張
所
を
除
く
）

取
扱
業
務

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付

・
電
子
証
明
書
の
更
新

・
暗
証
番
号
の
変
更（
初
期
化
）

・
健
康
保
険
証
利
用
の
申
請

・�

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込

※�

証
明
書
発
行
や
住
所
変
更

な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま

せ
ん
。

問  環境課（西館１階） 
【担当】池田・牟田　☎37・6102

秋の一斉清掃基準日は
10月17日（日）です

　
住
み
良
い
環
境
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
、「
自
分
た
ち
の

ま
ち
は
自
分
た
ち
で
き
れ
い

に
」
を
合
言
葉
に
、
市
民
や

事
業
所
の
皆
さ
ん
の
積
極
的

な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
近
年
、
清
掃
作
業

中
の
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
安
全
確
保
を
行
い
、
事

故
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、

作
業
中
や
休
憩
時
、
作
業
終

了
後
も
適
度
な
距
離
を
保

ち
、
手
洗
い
・
手
指
消
毒
を

す
る
な
ど
、
感
染
防
止
措
置

を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

　
お
気
づ
き
の
点
、課
題
な
ど

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、環
境
課

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

・�

清
掃
の
範
囲
は
、
集
落
内

の
生
活
雑
排
水
路
お
よ
び

地
区
公
共
施
設
（
公
民
館

な
ど
）
で
す
。

・�

清
掃
活
動
が
困
難
と
思
わ

れ
る
世
帯
（
高
齢
者
・
障

が
い
者
な
ど
）
へ
は
、
配

慮
を
お
願
い
し
ま
す
。
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お知らせ

日
時　
１０
月
１６
日
㈯
・
１７
日
㈰

　
　
　
１０
時
～
１６
時

会
場　
ゆ
め
ぷ
ら
っ
と
小
城

参
加
費　
無
料

※
事
前
申
込
抽
選
制

イ
ベ
ン
ト
内
容

午
前
の
部

１０
時
３０
分
～
１２
時

ら
ん
ま
先
生
の
エ
コ
実
験

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

　
世
界
一
の
大
型
空
気
砲
を
体

感
し
よ
う
！

定
員　
各
日�

８０
人

午
後
の
部

１４
時
～
１５
時
３０
分

エ
コ
体
験
講
座　
　

① 

ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
か
ら

　
電
気
を
つ
く
ろ
う
！

　
定
員　
各
日�

１２
人　

　
講
師　
ら
ん
ま
先
生

②
ア
ー
ト
ク
ラ
フ
ト
体
験

　
定
員　
各
日�

１２
人

　
講
師　
北
山
森
ク
ラ
ブ

③ 

日
産
わ
く
わ
く

　
　
　
エ
コ
ス
ク
ー
ル　

　
定
員　
各
日�

１６
人

　
講
師

　

 　
日
産
自
動
車
株
式
会
社

展
示
・
体
験
コ
ー
ナ
ー

　

エ
コ
実
験
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
、
エ
コ
体
験
講
座
参
加
者
の

み
の
特
典
と
し
て
、
体
験
終
了

後
か
ら
１６
時
ま
で
開
催
し
ま
す
。

・�

エ
コ
ク
イ
ズ
チ
ャ
レ
ン
ジ
で

景
品
プ
レ
ゼ
ン
ト

・
Ｖ
Ｒ
シ
ア
タ
ー

・
家
庭
の
省
エ
ネ
診
断

　
な
ど

※�

内
容
は
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

参
加
申
込

申
込
受
付
期
間

　
９
月
２７
日
㈪
１０
時
～

　

�

１０
月
４
日
㈪
１０
時

申
込
先

　
佐
賀
県
地
球
温
暖
化
防
止
活

動
推
進
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
特
設
ペ
ー
ジ

作って・感じて・学べるエコイベント
問  環境課（西館１階）  【担当】池田・牟田　☎37・6102

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
対
策
と
し
て
支
払
い

時
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を

使
っ
た
非
接
触
の
支
払
い
手
続

き
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
特

典
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
市
内

に
お
け
る
消
費
活
動
も
活
性
化

す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し

ま
す
。

開
催
期
間

第
１
弾
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
１０
月
１
日
㈮�

０
時
～

　

�

１０
月
３１
日
㈰�

２３
時
５９
分

第
２
弾
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
１２
月
開
催
予
定

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
対
象
店
舗

　
小
城
市
内
の
中
規
模
・
小
規

模
の
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
加
盟
店

（
大
手
チ
ェ
ー
ン
店・公
共
サ
ー

ビ
ス
・
病
院
・
調
剤
薬
局
・
金

券
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
一
部
対
象
外

店
舗
は
除
く
）

※�

対
象
店
舗
に
は
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
告
知
す
る
下
記
ポ
ス

タ
ー
が
掲
示
さ
れ
ま
す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
内
容

　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
対

象
店
舗
で
の
支
払
時
に
「
Ｐ
ａ

ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」
で
残
高
支
払
い
を

す
る
と
最
大
１０
％
の
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ

ａ
ｙ
ボ
ー
ナ
ス
が
付
与
さ
れ
ま

す
。

付
与
上
限

１
回
あ
た
り

　
１
、０
０
０
円
相
当

期
間
あ
た
り

　
１
０
、０
０
０
円
相
当

付
与
予
定
日

　
支
払
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３０
日
後
に
付
与

※�

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
ボ
ー
ナ
ス
付

与
や
支
払
い
方
法
な
ど
に
つ

い
て
は
一
定
の
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
細
は
Ｐ
ａ
ｙ

Ｐ
ａ
ｙ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

PayPayで小城市を応援しよう！
問  商工観光課（東館１階）  【担当】南里・江頭　☎37・6129

PayPay 検 索
小城市ホームページから

▲キャンペーン告知ポスター
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市
は
、
空
き
家
の
適
正
な
管
理
の
継
続
と
利

活
用
を
行
う
た
め
、
空
き
家
の
実
態
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

　
調
査
期
間
は
、
１０
月
か
ら
１２
月
末
ま
で
の
３

カ
月
の
予
定
で
す
。

　
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
市
が
業
務
を
委
託
し

た
調
査
員
が
、
現
地
を
調
査
す
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
調
査
員
は
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に

腕
章
を
付
け
、
市
が
発
行
す
る
調
査
員
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。

対
象
地
域　
市
内
全
域
の
空
き
家

内
容　
外
観
調
査
や
写
真
撮
影

　
　※�

調
査
員
が
、
み
だ
り
に
敷
地
に
立
ち
入
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
居
住
や
使
用
の
有
無

を
確
認
す
る
た
め
、
玄
関
先
や
呼
び
鈴
が
あ

る
位
置
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

委
託
業
者

　
株
式
会
社
パ
ス
コ

空き家の実態調査を実施します
問  定住推進課（東館１階）  【担当】小栁・樋渡　☎37・6150

休
館
期
間

　
１０
月
４
日
㈪
～
１５
日
㈮

　
整
理
期
間
に
は
、
蔵
書
点

検
や
書
架
の
整
理
な
ど
を
行

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
期
間

中
は
、
貸
出
・
予
約
・
各
種

問
い
合
わ
せ
は
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
。

　
小
城
館
の
返
却
は
「
返
却

ポ
ス
ト
」（
正
面
玄
関
入
口
の

右
手
）
に
入
れ
て
い
た
だ
く

か
、
三
日
月
館
ま
た
は
分
室

へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
三
日
月
館
・
牛
津

分
室
・
芦
刈
分
室
は
通
常
ど

お
り
開
館
し
て
い
ま
す
。

市民図書館  小城館は特別整理期間のため休館します
問  市民図書館　小城館  【担当】鍵山・中野　☎71・1131

　
「
守
ろ
う
交
通
ル
ー
ル　

高
め
よ
う
交
通
マ
ナ
ー
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
秋
の
交
通

安
全
県
民
運
動
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

期
間

　
９
月
２１
日
㈫
～
３０
日
㈭

　
こ
の
期
間
中
は
、
下
記
の

項
目
を
重
点
目
標
に
交
通
安

全
運
動
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
一
人
一
人
が
交
通

事
故
の
防
止
に
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

秋の交通安全県民運動
問  防災対策課（西館２階）  【担当】野田・東　☎37・6119

▲�交通指導員による街頭指導

・�「
よ
か
ろ
う
も
ん
運
転
」

の
根
絶

・�

高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

・�

自
転
車
安
全
利
用
の

推
進

空き家　実態調査 検 索
小城市ホームページから

11 小城市広報 2 0 2 1年1 0月号

お
知
ら
せ



お知らせ

　
「
食
品
ロ
ス
」
と
は
、
本
来

食
べ
ら
れ
る
の
に
、
捨
て
ら
れ

て
し
ま
う
食
品
の
こ
と
で
す
。

日
本
で
は
、
年
間
６
０
０
万
ト

ン
発
生
し
て
お
り
、
環
境
に
も

悪
い
影
響
が
起
こ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、

「
食
品
ロ
ス
」の
削
減
に
関
す
る

理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
、

法
律
に
よ
り
、１０
月
を
「
食
品

ロ
ス
削
減
月
間
」、
１０
月
３０
日

を
「
食
品
ロ
ス
削
減
の
日
」
に

定
め
て
い
ま
す
。

　
「
食
品
ロ
ス
」
を
減
ら
す
た

め
に
、
一
人
一
人
が
で
き
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

「
買
い
す
ぎ
な
い
」

　
買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷

蔵
庫
な
ど
を
確
認
し
て
買
う
も

の
を
決
め
ま
し
ょ
う
。

「
作
り
す
ぎ
な
い
」

　
漬
物
や
ジ
ャ
ム
な
ど
を
作
る

時
も
食
べ
き
れ
る
量
を
作
り
ま

し
ょ
う
。

「
食
べ
き
る
」

　
家
族
の
予
定
を
把
握
し
必
要

な
量
を
作
っ
て
、
残
さ
ず
食
べ

ま
し
ょ
う
。

　
大
切
な
食
べ
物
を
無
駄
な
く

消
費
し
、
食
品
ロ
ス
を
減
ら
し

て
環
境
に
も
、
家
計
に
も
優
し

い
生
活
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

★
も
う
一
つ
お
願
い

　
購
入
し
て
す
ぐ
に
食
べ
る
場

合
は
、
商
品
棚
の
手
前
に
あ
る

商
品
や
、
販
売
期
限
の
迫
っ
た

商
品
を
積
極
的
に
選
ぶ
「
て
ま

え
ど
り
」
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

10月は「食品ロス削減月間」です
問  環境課（西館１階）  【担当】森永・藤木　☎37・6102

食品ロス 検 索
小城市ホームページから

　
「
浄
化
槽
の
日
」
は
浄
化
槽

法
が
昭
和
６０
年
１０
月
１
日
に
全

面
施
行
さ
れ
た
の
を
記
念
し
、

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
機
会
に
ご
家
庭
の
生
活

排
水
を
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
浄
化
槽
は
、
下
水
道
の
よ
う

に
水
洗
ト
イ
レ
か
ら
の
汚
水

（
し
尿
）
と
、
台
所
・
風
呂
場

な
ど
か
ら
の
汚
れ
た
水
を
、
汚

物
を
食
べ
る
微
生
物
の
働
き
を

利
用
し
て
き
れ
い
な
水
に
処
理

す
る
施
設
で
す
。

使
用
上
の
注
意

・�

ト
イ
レ
に
、ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
以
外
の
も
の
を
流
さ
な

い
。

・�

便
器
の
掃
除
に
は
、
微
生
物

に
影
響
す
る
薬
剤
を
使
用
し

な
い
。

・�

天
ぷ
ら
油
や
調
理
く
ず
な
ど

を
流
さ
な
い
。

・�

ブ
ロ
ワ
の
電
源
は
切
ら
な
い
。

※�

ブ
ロ
ワ
…
微
生
物
が
呼
吸
す

る
た
め
に
酸
素
を
供
給
す
る

機
械

定
期
的
な
維
持
管
理

・
保
守
点
検

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
、
補
修

や
消
毒
剤
の
補
給
な
ど
は
専
門

的
な
知
識
を
も
っ
た
浄
化
槽
保

守
点
検
業
者
に
委
託
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・
清
掃

　

浄
化
槽
の
汚
泥
の
抜
き
取

り
、
清
掃
は
、
浄
化
槽
清
掃
業

の
許
可
業
者
に
委
託
し
て
、
必

ず
年
に
１
回
以
上
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・
法
定
検
査
（
１１
条
検
査
）

　
浄
化
槽
法
第
１１
条
に
よ
る
検

査
は
、
保
守
点
検
お
よ
び
清
掃

が
適
正
か
を
判
断
す
る
た
め
の

検
査
で
す
。
必
ず
年
に
１
回
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
の
浄
化
槽
事
業
の
取
り
組

み
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

10月１日は「浄化槽の日」です
問  下水道課（東館２階）  【担当】後藤・飯守　☎37・6122

浄化槽の日 検 索
小城市ホームページから

浄化槽
のお手

入れを

　お忘
れなく

！
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広
報
『
さ
く
ら
』

　
小
城
市
広
報
『
さ
く
ら
』
に

掲
載
し
て
い
る
広
告
は
、
市
と

の
契
約
に
基
づ
き
、
広
告
代
理

店
が
取
り
扱
い
ま
す
。

　
広
告
内
容
、
料
金
に
つ
い
て

の
問
い
合
わ
せ
や
掲
載
の
申
し

込
み
は
、
下
表
の
広
告
代
理
店

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

掲
載
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
誌

３１
・
３２
ペ
ー
ジ
の
下
半
分
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

小
城
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
小
城
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
有
料
広
告
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

料
金　
縦
６０
ピ
ク
セ
ル
×

　
　
　
横
２
２
０
ピ
ク
セ
ル

　
１
枠
あ
た
り

　
月
額
５
、
０
０
０
円

（�

消
費
税
・
地
方
消
費
税
を
含
む
）

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
広
告
の
内
容
が

・�

選
挙
、
政
党
も
し
く
は
政
治

団
体
ま
た
は
政
治
活
動
に
関

係
が
な
い
こ
と

・�

宗
教
団
体
に
よ
る
布
教
推
進

を
目
的
と
し
な
い
こ
と

な
ど
基
準
が
あ
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
掲
載
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

「有料広告」を活用ください
問  総務課（西館２階）  【担当】篠原・相川　☎37・6113

有料広告 検 索
小城市ホームページから

広告媒体 期間 問い合わせ

広報『さくら』
（約16,400部発行）

随時受付
株式会社�音成印刷
☎73・4113

小城市ホームページ
（約16,000アクセス/１日平均）

随時受付
小城市総務課　秘書広報係
☎37・6113

（８月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額�
(うち消費税相当額)

予定価格�
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

令和３年度��
牛津保健福祉センター
空調設備更新工事

㈱中部ガス、㈱日設工業、㈱佐電工、
㈱小柳設備、田島興産㈱、㈱有明電設、
吉村空調工業㈱、㈱パイプライン、
古賀設備工事㈱、松尾工業㈱�小城営業所、
㈱戸上電機製作所、栄城設備工業㈱、
㈱本田設備

松尾工業㈱
小城営業所

37,928,000
(3,448,000)

39,963,000
(3,633,000)

94.91

財政課
☎37・6117

令和３年度
桜城館空調設備更新工事

栄城設備
工業㈱

23,980,000
(2,180,000)

25,487,000
(2,317,000)

94.09

令和３年度　小城市芦刈処理区
住の江地区真空下水道施設
監視通報装置更新工事

㈱シグマ小城営業所、正宝電気㈱、
㈱東和、㈱酉島製作所�佐賀支店、
㈱ミゾタ、㈱九電工�佐賀支店

㈱ミゾタ
13,200,000
(1,200,000)

13,497,000
(1,227,000)

97.80

令和３年度　農業集落排水事業
（機能強化）　砥川地区マンホー
ルポンプ施設更新工事

㈱東和、㈱酉島製作所�佐賀支店、
㈱ミゾタ、㈱協和製作所、
㈱九電工�佐賀支店

㈱ミゾタ
14,300,000
(1,300,000)

14,542,000
(1,322,000)

98.34

令和３年度　農業基盤整備促進
事業　三日月東部第２地区　
島溝水路③整備工事

㈱城南建設、㈱嶋本建設、㈱中部ガス、
西岡建設㈱、水田建設㈱、
㈱エグチ・ビルド、㈱久保建設、
㈱ナカムラ

㈱嶋本建設
11,330,000
(1,030,000)

11,561,000
(1,051,000)

98.00

入札結果を公表します
問  財政課（西館２階）  【担当】古賀・辻田　☎37・6117

入札結果 検 索
小城市ホームページから
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お知らせお知らせお知らせ

令和3年度版　小城市人事行政の運営等
の状況を公表します

　人事行政の運営等における公正性、透明性を高めるため、小城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例に基づき、職員の任用、給与、勤務条件、その他の状況について、前年度の概要を公表します。

１ 職員の任免および職員数に関する状況 

◆採用状況（令和３年４月１日現在）

◆部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

◆退職状況（令和２年度）

（注）１.
２.�
３.

職員数は、⼀般職に属する職員数です。
合計欄の[　]内は、条例定数の合計です。
公営企業等会計部門の「その他」は、国民健康保険
事業、後期高齢者医療事業および介護保険事業に係
るものです。

新規採用 再任用 合計
21人 ９人 30人

区分 職員数 構成比 ５年前の構成比
20歳未満 4人 0.9％ 0.0％

20歳～23歳 21人 4.6％ 4.6％

24歳～27歳 36人 7.9％ 9.0％

28歳～31歳 48人 10.5％ 10.7％

32歳～35歳 50人 11.0％ 5.5％

36歳～39歳 29人 6.4％ 14.0％

40歳～43歳 61人 13.4％ 9.6％

44歳～47歳 50人 11.0％ 14.6％

48歳～51歳 64人 14.0％ 11.1％

52歳～55歳 36人 7.9％ 9.6％

56歳～59歳 39人 8.6％ 10.0％

60歳以上 18人 3.8％ 1.3％

計 456人 100％ 100％

区分
部門

職員数 対前年
増減数令和２年 令和３年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 4人 4人 0人

総　　務 72人 75人 3人

税　　務 20人 20人 0人

民　　生 78人 82人 4人

衛　　生 40人 39人 △�1人

農林水産 31人 30人 △�1人

商　　工 7人 7人 0人

土　　木 26人 28人 2人

計 278人 285人 7人

教育部門 71人 63人 △�8人

小計 349人 348人 △�1人

会
計
部
門

公
営
企
業
等

病　　院 73人 73人 0人

水　　道 6人 6人 0人

下�水�道 14人 15人 1人

そ�の�他 14人 14人 0人

小計 107人 108人 1人

合計 456人 456人 0人
［477人］ ［477人］ �［0人］

定年退職 勧奨退職 自己都合・その他 合計
10人 ４人 12人 26人

◆年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）

詳細は、市ホームページをご覧ください。 人事行政 で検索！

問  総務課（西館２階）  【担当】田中・栗原　☎３７・６１１２
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◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

◆人件費の状況（普通会計決算見込み）

区分 職員数（A）
給与費 ⼀人当たり

給与費
（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末･勤勉手当 計（B）

令和２年度 349人 1,276,908千円 255,943千円 491,189千円 2,024,040千円 5,800千円

◆職員給与費の状況（普通会計決算見込み）

（注）１.�職員手当には退職手当を含みません。　　２.�職員数は、令和2年4月1日現在の人数です。

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合
　　��の地方公務員の給与水準を示す指数です。

令和２年 令和元年 平成30年
96.8 96.7 96.2

◆ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

区分 初任給
経験年数別･学歴別平均給料月額

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

⼀般行政職
大学卒 172,200円 236,700円 280,083円 316,233円
高校卒 150,700円 ― ― 275,733円

技能労務職
高校卒 148,000円 ― ― ―
中学卒 136,000円 ― ― ―

◆職員の初任給および経験年数別･学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

◇期末手当･勤勉手当
◆職員の手当の状況

（注）�「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
⼀般行政職 40.4歳 297,528円 365,241円
技能労務職 49.4歳 298,008円 320,750円

（注）経験年数別･学歴別平均給料月額については、職員数が少ない職種の階層は、近似の階層で集計し、近似の階層にも職員がいない
ものは省略しています。

２ 職員の給与の状況 

区分 住民基本台帳人口
（令和2年1月1日） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率

（B／A）
（参考）

令和元年度の人件費率
令和２年度 45,327人 26,348,276千円 405,745千円 3,397,050千円 12.9％ 14.7％

（注）人件費には、特別職（市長、市議会議員および区長ほか）に支給される給料、報酬などを含みます。

区分 期末手当 勤勉手当

令和２年度
支給割合

��6月 1.300月分 0.95月分
12月 1.250月分 0.95月分
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◇その他の手当（令和３年４月１日現在）

◆特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

◆勤務時間の概要（令和３年４月１日現在）

◆休暇の概要（令和３年４月１日現在）
休暇の種類 概要等 給与
年次有給休暇 年20日間付与 有給
病気休暇 医師の証明等に基づく必要最小限度の期間 有給

手当名 内容

扶養手当

扶養親族のいる職員に支給
・配偶者� ��6,500円
・子� 10,000円
・子以外の扶養親族� 6,500円
・15歳～22歳加算分� 5,000円

住居手当
月額12,000円以上の借家の家賃を支
払っている職員に支給
� （限度額）27,000円

通勤手当
通勤距離が片道2㎞以上である職員に
支給
・自動車等使用者�（限度額）31,600円

区分 月額 区分 令和２年度
支給割合 区分 支給割合

給料
市長 823,000円

期
末
手
当

市長 3.35月分
（15％）

退職
手当

市長 500/100
副市長 659,000円 副市長 副市長 294/100

報酬
議長 460,000円 議長

3.35月分
（15％）副議長 401,000円 副議長

議員 374,000円 議員

（注）�上記手当のほか、管理職手当、管理職員特別勤務手当、休日
勤務手当があります。

（注）�退職手当の算定方式は「給料月額×
在職年数×支給割合」で、支給時期
は任期毎です。

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（注）公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員は、上記以外の勤務時間などの割り振りによります。

（注）上記休暇のほか、特別休暇、介護休暇、組合休暇があります。

１週間の正規の勤務時間 １日の正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 週休日
38時間45分 ７時間45分 ８時30分 17時15分 １時間 日曜日および土曜日

◇退職手当（令和３年４月１日現在）

◇特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

区分 自己都合 勧奨･定年

支給率

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 �47.709月分 47.709月分

手当の種類 社会福祉業務手当、環境衛生業務手当
など5種類を対象職員に支給
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